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はじめに 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在、世界において地球環境問題がクローズアップされ、我が国においては少子高齢化

の進行や、地域間格差の拡大など様々な課題を抱えており、社会経済活動は大きな転換

期を迎えていると言えます。 
このような中、公共交通は車社会の進展等により利用者が減少する一方で、日常の暮ら

しにおける「生活の足」、環境負荷の少ない移動手段、また、まちづくりにおける有効な

都市の装置として見直されつつあります。 
これからの社会は、「ひと」を中心・基本軸に据え、長期的な視点から活気ある「まち」

を創るための有効な基盤として、また「環境」にやさしく持続発展可能な社会を目指す

ための手段として、公共交通の積極的な利活用を進める必要があると考えます。 
さらに、厳しい財政状況の中、行政や交通事業者等が行う公共交通に係る取組やサービ

スについては、地域の特性やニーズ等を的確に捉えた交通手段を選択していくとともに、

その重点化・効率化を図ることが重要です。 
また、利用者は過度の車依存から脱却し、個々の地域の公共交通を積極的に利用し、「守

り」「育てていく」ことが求められます。 
この基本指針は、本県が豊かで活力あふれる地域として発展し続けていくため、交通事

業者・住民・行政等が連携・協働しながら進むべき方向について取りまとめたものです

ので、各々がそれぞれの立場から地域の特性やニーズに応じて公共交通に関する具体的

な取組を展開していく際に、ご活用いただければ幸いです。 
県としても、本指針を基礎に将来あるべき公共交通の姿を目指して、関係する皆様と連

携しながら、積極的にその実現に向けて努力して参りたいと考えております。 
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I . 策策定定のの背背景景  

１１.  公公共共交交通通をを取取りり巻巻くく現現状状

  

  

 

 

◇◇  我が国を取り巻く社会状況は、地方においても国国際際化化が進む中、少少子子高高齢齢化化のの進進行行や

地地球球規規模模ででのの環環境境問問題題のの深深刻刻化化、、また社会・経済・教育等さまざまな分野に渡って

地地域域間間格格差差が広がっており、都心部においては中中心心市市街街地地のの衰衰退退や交交通通渋渋滞滞、地方

部、特に過疎地においては日常の暮らしにおけるママイイカカーー以以外外のの移移動動手手段段のの欠欠如如が

問題となっています。

◇◇  本県においても、少子高齢化が急激なスピードで進んでおり、平成２７年（2015 年）に

は６５歳以上の人口が全体に占める割合の４人に１人に達すると予測されています。

また、都市の郊外へと開発が急速に拡散的に進められてきた結果、中心市街地の空洞化

や、増え続けるマイカーによる交通渋滞の慢性化が問題となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、私たちを取り巻く社会状況は少子高齢化や環境問題が深刻化しており、さ

らに公公共共交交通通のの衰衰退退による移動手段の確保を始めとする様々な課題に直面し

ています。

資料：国立社会保障・人口問題研究所（平成 18 年 12 月推計）

のデータに基づき県が作成

資料：国立社会保障・人口問題研究所（平成 18 年 12 月推計）

のデータに基づき県が作成
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資料：国土交通白書（平成 14 年版）
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◇ 特に本県は全国有数の車社会（※）であり、車で移動することが当たり前の生活にな

っています。 

 

 

 

 

◇ 本県の公共交通については、車社会の進展や公共交通サービスにおける需要と供給

のミスマッチ等に伴い、利用者が年々減少傾向にあります。 

 

◇ 国による需給調整規制廃止などの規制緩和によって、特に地方部においては利用者の減

少のため、バス事業者等が経営悪化により不採算路線から撤退し、その結果、サービ

スレベルの低下により公共交通の利便性が失われ、その地域に生活する人はマイカー

に頼らざるを得なくなり、利用者はさらに減少するという悪循環に陥っています。 

 

◇ このような状況の中、国・県・市町村はバス路線維持や駅のバリアフリー化、ノンステ

ップバス導入への補助事業等を実施していますが、現状では公共交通の衰退を止める

には至っていません。 

 

◇ この状況を改善しなければ、将来的に生活機能の利便性低下や地方部における移動手

段の欠如、車から排出される二酸化炭素等の増加による地球温暖化のさらなる進行な

どが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 ５ 

資料：国土交通省「平成 17 年度旅客地域流動調査（平成 19 年 5 月）」

に基づき県が作成 

（※）本県の一世帯当たりの自動車保有台数は 2.31 台（全国平均 1.59 台）で全国８位にランク

している。（国土交通省資料 平成１7 年 9 月末現在） 
また、平成 18 年における県内人口 10 万人当たり交通事故死者数は 8.78 人で全国ワースト３

位（平成 17 年はワースト１位）と高く、その中で高齢者の占める割合は全体の４割を占める。 
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２２.  最最近近のの国国のの動動向向  

このような現状の中、公共交通に係わる行政や交通事業者等に大きな影響を与える、いくつか

の法律の施行及び改正がありました。以下にその概要といくつかのポイントを示します。

(１１)道道路路運運送送法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律のの概概要要

・ デマンドバスや乗合タクシーといった定期定路線以外の乗合旅客の運送についても「乗合事

業」の許可でサービス提供が可能に。

・ 地方公共団体、地域住民等地域の関係者の合意がある場合には、ニーズに応じた柔軟な運賃

設定が可能に。

・ 過疎地において市町村バスやＮＰＯによるボランティア有償運送によるサービス提供が可

能に。

(２２)高高齢齢者者、、障障害害者者等等のの移移動動等等のの円円滑滑化化のの促促進進にに関関すするる法法律律（（以以下下、、ババリリアアフフリリーー新新法法））

のの概概要要

・ 公共交通機関、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入す

る場合、それぞれ事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリ

アフリー化基準（移動円滑化基準）」への適合が義務づけ。

・ 市町村は国が定める基本方針に基づき、重点整備地区におけるバリアフリー化に係る事業を

重点的かつ一体的に推進するため、基本構想を作成することが可能に。

・ 高齢者や障害者などから、市町村に対し、基本構想の作成・見直しを提案できる制度が創設。

(３３)地地域域公公共共交交通通のの活活性性化化及及びび再再生生にに関関すするる法法律律のの概概要要

・ 市町村は国が定める基本方針に基づき、関係する公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、

利用者等で構成する協議会での協議を経て、地域公共交通総合連携計画を作成することが可

能に。

・ 特に重点的に取り組むことが期待される事業（「地域公共交通特定事業」）については実施

計画を策定することが可能に。

地域の公共交通を巡る厳しい状況を踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的

かつ効率的に推進するため、地域の関係者の協議を踏まえた市町村による地域公共交通総合連携

計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特例等について定めており、平成

１９年１０月１日に施行されました。

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的

に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策

定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得

て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置について定

めており、平成１８年１２月２０日に施行されました。

近年、過疎化が進行し少子高齢化が進展する中で、「どこでも、だれでも、自由に、使いやす

く」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた交通施策の展開が求められています。

このため、現在各地で導入されつつあるコミュニティバス、乗合タクシー、市町村バス、ＮＰ

Ｏによるボランティア有償運送などの新たな運送サービスが、地域の多様なニーズに的確に対応

しつつ、安全・安心なものとして提供されるための措置について定めており、平成１８年１０月

１日に施行されました。
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４４.  課課  題題

【【少少子子高高齢齢社社会会へへのの対対応応】】

◇◇  少子高齢化の急速な進行に伴い、マイカーを利用できない高齢者や子ども、ハンディキ

ャップを持つ人の日常生活における移移動動手手段段のの確確保保、および

が求められています。 

 
【【環環境境問問題題へへのの対対応応】】  

◇◇  深刻化する環境問題に対応するため、マイカー交通量を削減し、環環境境負負荷荷のの少少なないい公公

共共交交通通へへ利利用用転転換換させることにより、運輸部門における二酸化炭素の排出量を抑える

必要があります。 
 

【【ままちちづづくくりりととのの連連携携】】  

◇◇  中心市街地の衰退や交通渋滞を解消するため、ままちちづづくくりりとと連連携携した公共交通施策を

展開し、まちなかに賑わいの創出と円滑な交通ネットワーク

を形成する必要があります。 

【【観観光光地地へへのの対対応応】】  

◇◇  地方における国際化のめざましい進展に対応するためにも、観観光光地地ににおおいいててはは国国内内外外

かかららのの人人のの移移動動環環境境のの利利便便性性をを高高めめるる必要があります。 

【【行行政政関関与与のの必必要要性性】】

◇◇  今後の取組については市場原理に任せておけない諸問題に対応するという観点から行行

政政がが積積極極的的にに関関わわっっててココーーデディィネネーートトししてていいくく必要があります。 

【【施施策策展展開開のの重重点点化化・・効効率率化化】】 

◇◇  厳しい財政事情の中、行政や交通事業者が展開すべき施策についてはより一層の重重点点

化化・・効効率率化化が必要であり、現在展開中の施策についても、その必要性や効果を再度見

直し、必要な施策は継続しつつ、さらに現状を打破すべく新たな取組を展開していくこ

とが求められています。 

今後の公共交通に関しては、少少子子高高齢齢化化やや環環境境問問題題にに対対応応しながら、まま

ちちづづくくりりとと連連携携した施策を展開する必要があります。

さらに、市場原理に任せておけない諸問題に対応するという観点から、行行政政がが

積積極極的的にに関関与与ししてていいくくととととももにに、行政や交通事業者が展開すべき施策の重重

点点化化・・効効率率化化が必要です。

　現状や県民ニーズ等を踏まえ、これからの公共交通に関する課題を整理しました。

【【連連携携・・協協働働にによよるる取取組組体体制制のの強強化化】】

◇◇  今後の公共交通に関する施策の展開については、住民・企業等・交通事業者・行政の連連

携携・・協協働働による取組体制を強化し、その維持・充実・利用促進に努めていく必要があ

ります。 

一層のバリアフリー対策





１１

策策定定のの趣趣旨旨  

  
〔〔公公共共交交通通のの重重要要性性〕〕  

◇◇  公共交通は、シビルミニマムの保障という観点からの日常の暮らしにおける生生活活のの足足

としての役割のほか、交交通通渋渋滞滞のの解解消消、、環環境境負負荷荷のの軽軽減減、、ままちちづづくくりり等等にに与与ええるる

社社会会的的効効果果も得られることから非常に重要です。 

 

◇◇  本県はマイカーに過度に依存する全国有数の車社会であり、今後は「「公公共共交交通通ととママイイ

カカーーのの賢賢いい使使いい分分けけ」」が必要なため、公共交通を充実させることによって、ママイイカカーー

以以外外のの移移動動手手段段のの選選択択がが可可能能なな交交通通環環境境のの構構築築がが重重要要となってきます。 

〔〔行行政政関関与与のの必必要要性性〕〕  

◇◇  一方で、近年、主として交通事業者が担ってきた公共交通が衰退している現状を踏まえ、

市場原理のみでは対応できなくなりつつあり、様々な課題に的確かつ迅速に対応してい

くためには、既存の公共交通事業者や利用者等との緊密な連携のもと、行行政政がが積積極極的的

にに関関与与していくことが求められています。 

 

◇◇  また、平成１８年１０月の道道路路運運送送法法のの一一部部改改正正や平成１９年１０月の地地域域公公共共交交

通通のの活活性性化化及及びび再再生生法法のの施施行行により、利用者・交通事業者・行政等が連携・協働しな

がら地域の公共交通の維持・充実や利用促進等について取り組んでいく仕組みの法的な

位置づけが明確化され、その中でも、特に市市町町村村ががココーーデディィネネーータターーととししててそそのの中中

心心的的なな役役割割を担うことが期待されています。 

・ 地域公共交通会議において、地域のニーズに対応した地域交通のあり方を協議

・ 地域協議会の積極的な活用

◇◇  県県はは本指針策定の背景や内容等について、市町村や交通事業者さらには県民に対し広く

広報していきます。 

さらには、市市町町村村やや交交通通事事業業者者のの取取組組をを積積極極的的にに支支援援・・調調整整ししてていいくくほほかか、、広広域域

的的なな観観点点かからら、、公公共共交交通通のの利利用用促促進進にに向向けけたた事事業業をを展展開開していきます。 

〔〔本本指指針針のの示示すすととこころろ〕〕

◇◇  以上のことを踏まえ、本指針は本本県県ににおおいいてて展展開開すするる公公共共交交通通のの維維持持・・充充実実ささららにに

はは活活性性化化にに向向けけたた取取組組のの方方向向性性、、基基本本的的なな考考ええ方方をを示示すすものとします。 

  

公共交通は生生活活のの足足としての役割のほか、交交通通渋渋滞滞のの解解消消、、環環境境へへのの負負

荷荷軽軽減減、、ままちちづづくくりり等等にに与与ええるる社社会会的的効効果果も得られることから非常に重要

であり、今後は「公公共共交交通通ととママイイカカーーのの賢賢いい使使いい分分けけ」が必要となってき

ます。

一方で、公共交通が衰退している現状を踏まえ、これからは行行政政がが積積極極的的にに

関関与与していく必要があります。

これらを踏まえ、本指針は本本県県ににおおいいてて展展開開すするる公公共共交交通通のの維維持持・・充充実実

ささららににはは活活性性化化にに向向けけたた取取組組のの方方向向性性、、基基本本的的なな考考ええ方方をを示示すすものと

します。
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ここれれかかららのの目目指指すすべべきき方方向向

１１. 理理念念

【理念を掲げるにあたって】 

 人を中心に据え、まちに魅力と賑わいがあり、さらに環境負荷の小さいバランスの取れた社会

＝『ひと・まち・環境が調和した２１世紀型社会』を目指すためには、本県が持つ豊かな自然と

魅力ある観光地・都市がもたらす恵みを有効に活用しながら、それらを有機的に結びつける交通

環境を整備することが重要です。 

そのために栃木県は上記理念を掲げ、公共交通とマイカーを賢く使い分け、公共交通の持つ

「環境への負荷軽減」「まちづくり等に与える効果」を積極的に評価し、公共交通に配慮したま

ちづくりや道路などの基盤整備を進めていきます。これにより、真に豊かな県民の暮らしを支え

る「とちぎモデル」というべき公共交通体系の形成を目指します。 

 

『『ひひとと・・ままちち・・環環境境がが調調和和ししたた２２１１世世紀紀型型社社会会をを支支ええるる公公共共交交通通体体系系のの形形成成』』

～～公公共共交交通通「「ととちちぎぎモモデデルル」」をを目目指指ししてて～～  

○○ 今今後後のの持持続続可可能能なな社社会会をを支支ええるる交交通通体体系系はは、、「「ひひとと」」がが優優先先さされれ、、「「ままちち」」

のの魅魅力力・・賑賑わわいいにに寄寄与与しし、、「「環環境境」」ににもも優優ししいいももののででああるる必必要要ががあありりまますす。。

 

○○ ここううししたた中中、、特特にに公公共共交交通通ににつついいててはは、、すすべべててのの人人にに基基本本的的なな移移動動環環境境をを提提

供供すするる社社会会イインンフフララとと捉捉ええ、、私私的的なな交交通通手手段段ででああるるママイイカカーーにに対対しし、、本本来来的的

にに優優先先さされれるるべべききももののとと考考ええらられれまますす。。  

○○ ここののたためめ、、高高齢齢者者・・ここどどもも・・ハハンンデディィキキャャッッププをを持持つつ人人をを含含めめたたすすべべててのの県県

民民がが、、自自ららのの意意思思でで安安全全・・ススムムーーズズにに移移動動しし、、各各地地域域のの生生活活機機能能やや自自然然・・文文

化化をを享享受受すするるたためめのの重重要要なな基基盤盤ととししてて、、ととちちぎぎのの公公共共交交通通体体系系ににつついいてて住住

民民・・企企業業等等・・交交通通事事業業者者・・行行政政等等がが連連携携ししななががらら着着実実にに充充実実・・強強化化しし、、積積極極

的的ににそそのの利利活活用用をを促促進進ししまますす。。  

　県民の生活環境をより良い方向へ導く一翼となるよう、次のような公共交通についての

理念を掲げます。
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３３   施施策策ののテテーーママとと基基本本的的なな考考ええ方方

 

 

 

（※）シームレスとは継ぎ目のないという意味。交通機関の乗り継ぎ、駅内の歩行、車両の乗降といった移動に関す

るあらゆる「継ぎ目」をハード・ソフト両面に渡って解消し、円滑な移動を確保すること。

公公共共交交通通のの利利便便性性・・快快適適性性及及びび機機能能性性
 

のの向向上上

  ～～公公共共交交通通ををももっっとと使使いいややすすくくししまますす～～

（基本的な考え方）

◆ 誰もが安全・安心に利用できるように、公共交通のバリアフリー化を促進し、道路施策等と

連携しながら鉄軌道やバスの利用環境の改善や機能充実を図ります。

◆ 運行情報の提供等やサービスレベルの向上を図り、公共交通の利便性を高めます。

公公共共交交通通機機関関へへののアアククセセスス向向上上、、移移動動ののシシーームムレレスス化化（（※※））のの促促進進

～～移移動動ししややすすささをを向向上上ささせせまますす～～

（基本的な考え方）

◆ 道路施策やまちづくり、交通管理等と連携しながら交通結節点としての駅やバス停へのアク

セス向上を図り、円滑な交通を確保するための取組を展開します。

◆ また、効率的なネットワークの構築等により、移動のシームレス化を図ります。

地地域域のの実実情情にに応応じじたた移移動動手手段段のの確確保保・・充充実実
 

～～生生活活のの足足をを確確保保・・充充実実ししまますす～～

（基本的な考え方）

◆ 地域の需要（潜在的なもの含む）を的確に把握し、地域において必要かつ重要な生活交通の

維持・確保を図ります。

◆ 地域の特性やニーズに応じた効果的・効率的なバス交通への見直しや新たなサービスを提供

することにより、公共交通のネットワーク化を図ります。

◆ 車に依存せざるを得ない地域（公共交通空白地）の解消を促進します。

県県民民のの公公共共交交通通利利用用のの促促進進

～～県県民民・・企企業業等等ととのの連連携携・・協協働働をを進進めめまますす～～

（基本的な考え方）

◆ 公共交通に係る施策を効果的に展開するために、公共交通の利用促進や環境の側面からのア

プローチによって、県民や企業等との連携した取組を促進します。

施施策策テテーーママ１１

施施策策テテーーママ２２

施施策策テテーーママ３３

施施策策テテーーママ４４

　３つの基本目標を達成するために、施策の展開方向を大きく４つに区分し、そのベース

となる基本的な考え方を示します。
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①①

交交

通通

結結

節節

機機

能能

のの

強強

化化  

②②

円円

滑滑

なな

交交

通通

のの

確確

保保  

③③

交交

通通

機機

関関

相相

互互

のの

連連

携携

強強

化化  

早早 期期 中中 ・・ 長長 期期 的的

重重点点的的にに取取りり組組むむべべきき方方向向  

ままちちのの拠拠点点及及びび交交通通結結節節点点ととししててのの駅駅のの機機能能強強化化・・利利便便性性向向上上のの促促進進

例）

・駅へのアクセス道路の整備、駅前広場や自由通路

等の整備

・駅前広場におけるパーク＆ライド駐車場、

サイクル＆ライド駐輪場、キス＆ライド施設、

タクシーベイ等の整備

例）

・駅前広場等におけるバスターミナルの整備

ババスス停停へへののアアククセセスス性性向向上上  

例）

・サイクル＆バスライド駐輪場、パーク＆バスライ

ド駐車場の整備

ままちちづづくくりりとと連連携携しし、、少少子子・・高高齢齢化化社社会会及及びび

低低炭炭素素社社会会にに対対応応ししたた集集約約型型都都市市構構造造へへのの転転

換換  
例）

・公共交通軸沿いに居住地や生活関連施設等を集約

（※）

交交通通規規制制とと道道路路整整備備のの連連携携ししたた取取組組のの展展開開  

ババススのの走走行行環環境境のの改改善善をを図図りり、、定定時時性性・・速速達達性性をを確確保保  

例） 

・バス専用・優先レーンの設定

・バスベイの設置

・ＰＴＰＳ（公共車両優先システム）の活用

例） 

・基幹公共交通軸の設定による重点的な運行円滑化

（※） 

・急行バス等バスの階層化（※） 

交交通通施施策策とと賑賑わわいいののああるるままちちづづくくりりをを総総合合的的にに展展開開  
 

他他のの移移動動手手段段ととのの連連携携にによよるる効効率率的的ななネネッットトワワーーククのの構構築築  

例）

・乗り継ぎに便利なダイヤの調整 

・駅・バス停の近接 

・バス停の共同化 

例） 

・利用カードのＩＣ化・共通化 

・乗り継ぎ割引制度の導入（※） 

・鉄軌道相互の乗り入れ 

テテーーママ２２  

例）

・バス停位置の最適化

例）

・まちなかや駅前ターミナル等での公共交通の優先

的運用

・高度道路交通システム（ＩＴＳ）の活用 

例）

・違法駐車対策の強化による歩行者・自転車走行空

間の確保

例） 

・集約・共同化した駐車場・荷さばき施設の整備（※）

・駅と駅周辺とが一体となった拠点整備 

・トランジットセンターの整備（※） 

例） 

・中心市街地等での歩行者・自転車走行空間の確保
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４４  推推進進体体制制

施策を効果的に推進してくためには、住民等・交通事業者・行政の三者の連携・協働による取

組体制の強化が重要です。

また、三者が協力していくことはもちろんのこと、住民等と交通事業者、交通事業者と行政、

行政と住民等が互いに協力し合っていく必要がある事項（下図の　　で囲んだ部分についても、

その認識と実行が求められます。

交交通通事事業業者者

利用者の視点に立ち、

地域において合意が

なされた取組を着実

に実施していきます

住住  民民（（商商業業施施

設設・・学学校校・・企企業業等等

含含むむ））

地域の関係者の一

員として積極的に

取組に参加します

・ 地域公共交通に関す

る施策の積極的な展

開 

・ 地域公共交通を支える

担い手としての取組の

展開 

・ 公共交通利用促進に

向けた取組の展開 

 

 

 

・ 将来や地球環境の

ためにも、地域の公

共交通を支えてい

くという意識を持

ち、積極的に利用促

進へ協力

（市町村）

・ 地域における交通政策を主体

的に計画、検討、実施

・ 地域の関係者との連携

・ 住民へ情報提供

（県）

・ 広域的・幹線的な交通に関する施策の

実施

・ 市町村等の取組に対する支援、地域の

関係者間の調整

・ 諸制度の充実、支援、情報提供

（国）

・ 諸制度の充実、支援、情報提供

・ 技術開発の推進

連連携携・・協協働働

行行  政政

地域にとって最適な公共交通のあ

り方について、関係者と連携しつ

つ、主体的に取り組みます

（（役役割割）） （役割）

・ 地域のニーズを踏ま

えた公共交通サービ

スの提供

・ 利用者に対する情報

提供

（役割）

（（役役割割））
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＜＜用用語語説説明明＞＞  

〈あ行〉

■ ＩＩＣＣ化化

内部に組み込まれた集積回路（Integrated Circuit）により、それ自体で情報の処理が可能化したもの。

〈か行〉

■ 過過疎疎地地有有償償運運送送

バスやタクシーなどの公共交通機関だけでは、十分な輸送サービスが確保できない場合、一定の要件を満たし

たＮＰＯ法人（非営利組織）等が行う有償の運行サービス。

■ キキスス＆＆ラライイドド

鉄道の駅などで、家族などにマイカーで送迎してもらい、公共交通機関に乗り換えるシステム。

■ 公公共共車車両両優優先先シシスステテムム（（ＰＰＴＴＰＰＳＳ））

Public Transportion Priority  Systems の略。警察が推進する高度道路交通システム（ＩＴＳ）のサブシス

テムの一つで、公共車両（路線バス等）が優先的に通行できるように支援するシステム。

■ 高高度度道道路路交交通通シシスステテムム（（ＩＩＴＴＳＳ））

Intelligent Transport Systems の略。道路交通の安全性、輸送効率、快適性の向上等を目的に、最先端の情報

技術等を活用して、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する新しい道路交通システムの総称。

■ ココミミュュニニテティィババスス

地域住民の利便向上などのため一定地域内を運行するバスで、車両仕様、運賃、ダイヤ、バス停位置などを工

夫したバス。

〈さ行〉

■ シシーームムレレスス化化

シームレスとは継ぎ目のないという意味。交通機関の乗り継ぎ、駅内の歩行、車両の乗降といった移動に関す

るあらゆる「継ぎ目」をハード・ソフト両面に渡って解消し、円滑な移動を確保すること。

■ シシビビルルミミニニママムム

地方自治体が住民のために備えなければならない最低限の生活環境基準のこと。

■ 全全地地球球測測位位シシスステテムム（（ＧＧＰＰＳＳ））

人工衛星を利用して地球上のどこにいるのかを正確に割り出すシステム。

〈た行〉

■ タタククシシーーベベイイ

タクシー乗り場

■ 低低炭炭素素社社会会

経済発展を妨げることなしに、温室効果ガス排出を大幅削減した社会。

■ デデママンンドド交交通通

路線バス方式での運行が効率的でない路線について、利用者の需要に応じ、柔軟に運行するバスやタクシー。

■ トトラランンジジッットトセセンンタターー

公共交通機関等との乗り換え拠点。

■ トトラランンジジッットトモモーールル

一般車の走行を規制し、バス専用街路を軸とした歩行者のための街路。

〈な行〉

■ 乗乗合合タタククシシーー

過疎地や交通空白地域などでの輸送需要や住民ニーズに対応するため、乗合バスではなく、乗車定員１０人以

下の自動車いわゆるタクシー車両を使用した運行形態。
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（施策テーマ４：県民の公共交通利用促進） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 課管所の県 容内業事 名業事

公共交通ネットワーク整備推進

事業費 

公共交通の利用促進策や利便性向上策等を検討すると

ともに、利用促進の広報・啓発を行う。 

 

 

交通政策課 

エコドライブ 

【先進事例③：愛媛県Ｅ列車・バスで行こう推進事業】 

実 施 主 体：愛媛県（松山市も一部協力） 

実施開始日：平成１８年９月２２日 

実 施 日：第１回は、平成１８年９月２２日。以後は、各企業、個人が設定する日（月１回）、県は

毎週第４水曜日。 

実施内容等：以下のとおり 

○ 「ノーマイカー通勤デー」の実施 

運動の趣旨に賛同する県内事業所（官公庁、個人含む）に広く呼びかけ、参加登録を促す。 

参加者は、毎月１回、各自が定めた日の通勤時にマイカー利用から公共交通機関利用への転換を実施

し（可能な範囲で）、取組状況を県に報告する。 

 また、参加者に登録カードを交付し、ノーマイカーデー当日に、協賛事業所（飲食店等）による割引

サービス等を受けられるようにする。 

 

○ 公共交通利用促進企業の認定 

 県全体の「ノーマイカー通勤デー」の参加実績をとりまとめ、ＨＰ上に掲載する。 

また、「ノーマイカー通勤デー」を含め、公共交通の利用促進を熱心に行っている企業等を優良企業と

して知事が認定し、ＨＰ上で公表する。





② 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

資料：国土交通省
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●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する、
施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等
の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢
者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の
経路の一体的な整備を推進するための措置等を定める。

○移動等の円滑化のために施設管理者等が講ずべき措置

○重点整備地区における移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

○住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置

○基本構想策定時の協議会制度の法定化

○住民等からの基本構想の作成提案制度を創設 等

道道路路
旅客施設及び車両等
(福福祉祉タタククシシーーのの基基準準をを追追加加) 路路外外駐駐車車場場 都都市市公公園園

建築物
(既既存存建建築築物物のの基基準準適適
合合努努力力義義務務をを追追加加））

○これらの施設について、新設又は改良時の移動等円滑化基準への適合義務

等務義力努の合適準基、ていつに設施のられこの存既○

○基本方針の策定

○主務大臣は、移動等の円滑化の促進に関する基本方針を策定

○市町村は、高齢者、障害者等が生活上利用する施設を含む地区について、基本構想を作成

○公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、建築物の所有者、
公安委員会は、基本構想に基づき移動等の円滑化のための特定事業を実施

○重点整備地区内の駅、駅前ビル等、複数管理者が関係する経路についての協定制度

等

建築物内部までの連
続的な経路を確保

公園
駐車場

官公庁
福祉施設

福祉施設

駐車場

福祉施設
病院

官公庁

福祉施設

駐車場

自由
通路

ハートビル法の対象（一定の建築物
の新築等）

追加・拡大される部分（既存の路外駐
車場、公園、建築物、施設間の経路等）

交通バリアフリー法の対象(旅客施

設及びその徒歩圏内の経路）

旅客施設を含まないエリアどり

商業施設

駅、駅前のビル等、
複数の管理者が
関係する経路につ
いて協定制度

商業施設鉄道駅

重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ

バス車両

路外駐車場、都市公園及び
これらに至る経路について
の移動等の円滑化を推進

旅客施設から徒歩圏
外のエリアどり 官公庁
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② 協議会における検討経緯 

容　　　　内　　　　な　　　　主期時催開分　　　区

第１回協議会 平成18年7月10日
○本県の公共交通の現状と課題等について
○スケジュールについて
○県民アンケートの実施について

第２回協議会 平成18年9月12日
○県民アンケートについて
○利用促進のための取組事例について（県内３市町）

第３回協議会 平成18年12月20日

○公共交通に関する課題について（県民アンケートの結果か
ら）
○新たな県土６０分構想策定における市町村アンケート調査結
果について

第４回協議会 平成19年3月20日
○県民アンケートの結果報告について
○課題の整理と施策の方向性について
○平成１９年度の取組について

第５回協議会 平成19年8月3日
○『とちぎ公共交通ネットワーク形成基本指針』骨子案につい
て
○県民参加型の公共交通利用促進の取組について

第６回協議会 平成19年10月25日 ○重点的に取り組むべき方向について

第７回協議会 平成20年3月7日
○『とちぎ公共交通ネットワーク形成基本指針』最終案につい
て

  

③ 将来の公共交通のあり方への一提言（とちぎ公共交通確保対策協議会委員から） 

～～観観光光関関係係者者のの立立場場かからら～～
 近い将来観光地のお客様については次のことが考えられます。

① 団塊の世代を中心としたシニア層の占める割合が多くなり、マイカーよりも公共交通機関を利用する方が多

くなる。

② 海外からの FIT(個人旅行客)の割合が多くなる。

③ IT ソフトを使いこなす方、持っている方が多くなる。

と

観光振興のため早期に着手していただきたい必要事を挙げると下記の５つとなります。

［Ⅰ］観光地内での二次交通による周遊(回遊)の利便化

市単位よりも各観光地域毎に考える必要があるのではないか。滞在を増やすためにも必要となってくる。

［Ⅱ］観光地間による往来の手段の年間計画による利便化

季節により観光する場所が異なったり、交通手段が異なったりするため夏と冬では赴く先が異なる場合が

多い。

［Ⅲ］海外からの FIT のお客様が周遊するのに困らないような仕組みつくり

ハードでは標識・案内など。ソフトでは地図や乗換え案内、時刻表などの外国語版の整備。また、レンタ

カーによる外国語ナビの充実など、ハード、ソフトの両面から。

［Ⅳ］各近隣地域のエアポートとの連携

直接的ではなくとも間接的でもよい。例えば、宇都宮から近隣エアポートとの連携がうまくいっているの

お客様の日帰り利用なども増えるのではと考えています。）

［Ⅴ］観光地などの案内誘導などの情報提供の IT 化 (高度ソフト化)
栃木県は新東京タワーが近くなるので、ワンセグ対応などしやすくなり、ワンセグとの共同案内誘導など

を考えていく必要があると思います。

であれば、各観光地から宇都宮までの接続連携の利便化を考えるなど。（県庁所在地である宇都宮と鬼怒川

との往来はかなり不便です。バスがあるのは有るのですが、思い切った施策をはかり利便化すると、県内の



４４

～一般利用者の立場から～

～学識経験者の立場から～

それぞれの施策を具体的に実践していくためには、県庁内他部署間の連携が重要であり、今後、それぞれの視点、

立場に立った話し合いや検討の場が設けられ、より具体的な実現を目指し、「とちぎモデル」が構築されていくこ

とを望みます。

今回、福祉関係の一住民としてこの会議に参加しました。「とちぎ」で暮らすために必要な「生活の足」を確保

することは、「生きる（生活する）」を支えることにつながります。  

高齢者や障害者が外出し移動しやすいまちは、誰にとっても暮らしやすいはず。ひいては、観光客の来県や新た

な人口流入にもつながるのではないでしょうか。

地域格差やマイノリティでは済まされない交通弱者のために、生きていくために必要な足の確保について、協働

の視点から共に考え、栃木ならではの交通サービス「とちぎモデル」を県民みんなで手づくりしていけたらいいな

と考えます。

～～交交通通事事業業者者のの立立場場かからら①①～～
人口減少社会の到来を迎える中で、鉄道輸送人員も減少基調にあり、特に東京都市圏を除く地域においては、自

動車交通体系が加速度的に整備確立されていっております。

今後、高齢化社会が深度化していく中で、鉄道事業者としていわゆる移動困難者のモビリティーをいかにして自

治体そして地域と協力して確保するか、さらには自動車に比べて環境負荷の少ない鉄道が地球規模の環境保全の一

役をどう担うことができるかが、私達企業の使命と考えております。

～～交交通通事事業業者者のの立立場場かからら②②～～
まず、長期、大局的な視点に立った計画であるべきだと考えています。

そのうえで実施する各施策においては、利用されるお客さまの視点に立った、運用上のソフト面での充実が重要だ

と考えています。（たとえば、ニーズに合った循環バスの運行ルートの設定や、運行時間帯、停留所の位置などで

す。）

そして、それらの施策に対するこまめなトレースと分析、改善、見直しを行うルーチンの確立と運営が、より良い

公共交通を育て、発展させていくと思います。

～～交交通通事事業業者者のの立立場場かからら③③～～
公共交通機関の利用拡大を図るには、鉄道駅を中心とした毛細血管である地域の公共交通の活性化が鍵となると

考えられます。

地域の公共交通の活性化には、一市町村単独ではなく、各鉄道駅を中心とした関連市町村と地域住民及び公共交

通事業者が、共同で計画を作成し、住民自ら利用する自覚を持っていただくことが何より重要であります。

時間帯や曜日並びに地域により、路線バス・乗合タクシー・デマンド交通・コミュニティバス等を複合的に柔軟

に活用し、居住地からいつ・どこへでもアクセスが容易な交通網を整備することが必要です。

そのためには、地域の住民や大店舗・商店街等にもある程度の経費負担を求め、関係市町村が共同で公共交通機

関の維持のための支援に努め、利用者の拡大、地元地域の活性化へと結びつけていかなければなりません。これに

対し、県は関係市町村の指導・支援に努めていかなければなりません。

～～交交通通事事業業者者のの立立場場かからら④④～～
少子高齢化が進み、自家用車を運転できない方にとって、公共交通はより一層、不可欠なものとなることが予想

されます。

施策推進体制として、以下のことが必要だと思います。
・県庁内における公共交通担当課の役割の明確化と環境行政・都市計画行政・道路行政との調整
・地域公共交通会議と県との調整（試行的なものの誘導の促進）
・公共交通施策に関する県行政と県民の対話の場を確保

このため、ドア・ツー・ドアで誰もが安心して利用できる交通手段を確保すること、そして行政からの補助金の

充実が重要です。
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～～行行政政のの立立場場かからら①①～～
地域公共交通活性化・再生法の法定協議会や道路運送法に基づく地域公共交通会議などを活用し、行政等が地

域のニーズに即した輸送サービス、利用促進策などを検討する。 

 これらの会議等において、地域住民（利用者）、公共交通事業者、行政等が連携・協働し地域にとって最適な

公共交通の合意を図ることが必要である。 

 特に、地球環境・交通渋滞に配慮し自家用車から公共交通機関（バス・タクシー・鉄道）の利用へシフトする

など、地域住民が公共交通を支えるという意識改革が必要である。 

公共交通事業者は地域のニーズに即した輸送サービス及び利用者に情報提供を行うなど、利便性の向上等を行

う必要がある。 

また、行政等は地域関係者の調整を行うとともに支援等も行う必要がある。 

 まちづくりや環境問題も含め地域の公共交通について３者で連携・協働し、地域にとって必要な公共交通ネッ

トワークの構築が必要ではないでしょうか。 

～～行行政政のの立立場場かからら②②～～
宇都宮市内への自家用車の乗り入れ制限（外環状線内は車ナンバーの末尾が偶数、奇数で乗り入れできる日を

分ける等）を行い、外環状線の東西南北の要所に大きな駐車場を設け、パーク＆バスライドの徹底を図る。

また、ＪＲや東武鉄道の近隣の駅周辺に駐車場を整備し、鉄道利用の促進を図る。

公共交通機関が無い地域の対策として、県が各市町村の要望を取り、県内全域を対象としたデマンドタクシー

網の整備を図る。

～～行行政政のの立立場場かからら③③～～
今後とも鉄軌道の駅を中心として、路線バス・タクシー等の交通が結節する構造は続くものと見込まれますが、

定時・速達性が確保され、大量輸送が可能な鉄道網の拡大を図る必要があります。

また、二次交通となる路線バス等については、公共交通優先システム整備区間の拡大及び道路改良整備、パー

ク＆バスライド区間の整備、バス路線網拡大等を図る必要があります。

これにより、主に通勤手段のみとしてマイカーを利用している方々を中心に、安心して公共交通への転換が図

れるように整備するほか、さらに便利で利用しやすい各種の有償運送手段を導入していくことが必要と思われま

す。
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